
不動産に関する無料相談

　「大阪府宅地建物取引業協会南大阪

支部」と「（公社）全日本不動産協会大

阪府本部大阪南支部」が連携し、不動

産に関する無料相談を実施します。

とき　３月７日、午後１時～４時

ところ　市役所１階市民相談室

内容　住宅の購入や賃貸マンションの

契約など不動産を安全に取引するため

の事前相談　定員　６人

申し込み　２月６日～３月６日

（土・日曜日、祝日を除く午前９時～

午後４時）に、「大阪府宅地建物取引業

協会南大阪支部」〔０７２(９５８)３００５〕へ

（申し込み先着順）

行政書士無料相談

とき　２月２３日、３月２３日、午後

１時３０分～４時３０分

ところ　レインボーホール（市民会館）

内容　相続、遺言、成年後見制度、離婚、

不動産、各種許認可などに関する相談

申し込み　濵田さん（行政書士会南大

阪支部）〔(５０)１１１０〕へ（日曜日を除

く午前１０時～午後６時）

特設無料法律相談

とき　３月２日、午後１時～４時

ところ　市役所１階市民相談室

内容　相続、離婚、不動産問題、労働

問題など法律問題のトラブル

対象者　市内在住で、

過去１年間下表の法律

相談を受けていない人

定員　６人

申し込み　２月６日～、情報公開課

（内線１８２）へ（申し込み先着順）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

２２こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）
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おれんじパートナー交流会

　認知症についての情報交換をした

り、不安や悩みを出し合い交流したり

しませんか。

とき　２月２７日、午後１時３０分～３

時

ところ　すばるホール３階会議室２Ａ

対象者　認知症の人やその家族、認知

症に関心のある人、認知症サポーター

など

定員　２０人（当日、直接会場へ）

※認知症の人が参加される場合は、事

前にご連絡ください。

参加費　１００円（お茶・お菓子代）

問い合わせ　井尻さん（おれんじパー

トナー事務局）〔０９０(３９９６)００７１〕

ワンポイント！介護講習会      
薬の上手な飲み方～応用編～

とき　２月２２日、午後２時～３時３０

分（午後１時３０分～受け付け）

ところ　中央公民館喜志分館

内容　認知症の人の服薬管理や、服薬

介助の際の注意点を学ぶ

定員　３０人

参加費　無料

申し込み　２月２０日までに、高齢介

護課（内線１９６）へ（申し込み多数の場

合抽選）

認知症サポーター養成講座

　認知症の人やその家族を温かく見守

る応援者を養成する講座を開催しま

す。

とき　２月２８日、午後１時３０分～３

時

ところ　市役所地下９０４会議室

内容　認知症の基礎知識、認知症の人

の心の理解と対応について

対象者　市内在住・在勤で認知症サ

ポーターになることを希望する人

定員　５０人

受講料　無料

申し込み　２月６日～２１日に、高

齢介護課（内線１８３）へ（申し込み先着

順）

講座・催し
認知症予防教室

とき　３月８日～２９日の毎週金曜日、

午前９時４５分～１１時４５分（全４回）

ところ　けあぱる

内容　認知症に関する講義、認知症予

防に役立つ運動や食事、音楽など

対象者　市内在住で６５歳以上の人

定員　２０人

参加費　無料

申し込み　２月２６日までに、ウエル

ネスけあぱるへ（電話申し込み可）

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

ほんわかカフェ in かがりの郷

　お茶を飲みながら、認知症について

のお話や音楽で、さまざまな人と交流

を楽しむ同カフェを開催します。

とき　２月１４日、午後１時３０分～３

時

ところ　かがりの郷２階交流サロン

定員　７０人（当日、直接会場へ）

参加費　１００円

問い合わせ　かがりの郷

 

自衛官候補生などの募集

●自衛官候補生

※所要の教育を経て、３カ月後に２等

陸・海・空士に任用。

応募資格　日本国籍を有する１８歳以上

３３歳未満の人

受付期間　随時受け付け

●予備自衛官補

※必要な訓練を受け、終了後に予備自

衛官となる制度。

応募資格　一般＝日本国籍を有する１８

歳以上３４歳未満の人、技能＝日本国籍

を有する１８歳以上で国家免許資格など

を有する人

受付期間　４月１２日まで

試験日　４月２０日～２４日のうち１

日

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　自衛隊富田林地域事務所

〔(２４)３７９９〕

募　集

けあぱる非常勤登録　　　　
ホームヘルパー募集

勤務形態　直接自宅から対象者宅を訪

問しケアする直行直帰制　

※勤務時間など詳しくは、お問い合わ

せください。

対象者　介護職員初任者研修以上修了

者（同等以上可）、もしくはガイドヘル

パー資格取得者

申し込み　月～土曜日（祝日、年末年

始を除く午前９時～午後５時）に、け

あぱる〔(２８)８６３３〕へ

 

大阪障害者職業能力開発校の
入校生募集

　同校は、障がい者のための訓練施設

です。同校では、平成３１年４月入校生

を募集しています。

募集科目　ＣＡＤ技術科、Ｗｅｂデザ

イン科、ＯＡビジネス科、オフィス実

践科、ワークサービス科

願書受付　３月４日まで

※ワークサービス科は２月２２日まで

受け付け。

※願書は、ハローワークなどで配布し

ています。申し込み方法など詳しく

は、お問い合わせください。

問い合わせ　同校〔０７２(２９６)８３１１〕

 

年金相談

　日本年金機構による同相談を実施し

ます。

とき　２月８日、午前１０時～正午、

午後１時～４時

ところ　市役所地下９０４会議室

持ち物　年金手帳、年金証書、ねんき

ん定期便など

申し込み　２月７日までに、保険年

金課（内線１７０）へ

教　育

相　談

２３

く
ら
し

ゆ
と
り

子
育
て

相
談

保
健
医
療



子
育
て

く
ら
し

ゆ
と
り

保
健
医
療

相
談

２４

 

確定申告には「社会保険料控
除証明書」などが必要です

　国民年金保険料は、納付した全額が

所得税などの社会保険料控除の対象と

なります。国民年金保険料を社会保険

料控除として申告するには、１年間に

納付した保険料額を証明する書類など

の提出が義務付けられています。

　このため、平成３０年１月１日～１０月

１日に納付した保険料の額を証明する

社会保険料（国民年金保険料）控除証

明書が、日本年金機構本部より３０年１１

月上旬に送付されています。

　確定申告には、この証明書と１０月２

日～１２月３１日に納めたことを確認でき

る「領収書」などの添付が必要です。ま

た、年の途中から国民年金に加入した

場合などで、１０月２日以降に初めて保

険料を納めた人には、２月上旬に証明

書が送付されます。なお、本人の保険

料だけでなく、配偶者や家族の保険料

を納付した場合も、その納付額全額が

納付した人の控除対象となります。確

定申告の際に、本人の保険料額と合算

して申告することができます（その場

合、配偶者、家族分の証明書も一緒に

添付する必要があります）。

問い合わせ　ねんきん加入者ダイヤル

（ナビダイヤル）〔０５７０(００３)００４〕、Ｉ

Ｐ電話からは〔０３(６６３０)２５２５〕　

※３月１５日までの月～金曜日（２月

１１日は除く）、午前８時３０分～午後７

時、３月９日は午前９時～午後５時、

または天王寺年金事務所〔０６(６７７２)

７５３１〕。

国民年金
国民年金保険料の「２年前納
（口座振替）」のご利用を

　国民年金保険料の平成３１年４月の口

座振替分で、割引額の大きい「２年前

納」がご利用いただけます。

　また、社会保険料控除については、

２年前納分の全額を納めた年に控除す

る方法か、各年に控除する方法のいず

れかを選択していただけます。

※２９年４月より、クレジットカード納

付についても新たに２年前納が可能に

なりました。なお、申込期限は２月末

までです。詳しくは、お問い合わせく

ださい。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

 

水道の漏水にご注意ください

　水道水の使用量が増える原因には、

使用状況の変化や漏水、季節的な要因

などの理由が考え

られます。

　特に漏水は、初

めのうちはわずか

でも、その量は日

ごとに多くなって

いきます。

　これが続くと、貴重な水が無駄にな

り料金も高額になります。

　水道メーターを確認し、水道を使用

していないのにパイロットが回転して

いるときは、漏水の疑いがありますの

で市管工事業協同組合〔０１２０(０３２)

４９７〕へご相談ください。

上下水道

水道管の凍結にご注意ください

　気温が氷点下になると、水が凍り水

道管が破裂することがあります。次の

ような場合は特に注意してください。

・水道管がむき出しになっている

・水道管が家の北側にある

・水道管に風が強く当たる

・低温注意報が発表されたとき

■凍結を防止するには

　水道管や蛇口などを保温材・毛布な

どで包み、その上からビニールを巻き

保護しましょう。

■水道管が凍ったときには

　タオルなどを巻きつけ、その上から

ゆっくりぬるま湯をかけて溶かしま

す。熱湯を直接かけないでください。

■水道管が破裂したときには

　止水栓を閉め、水を止めて修繕を申

し込んでください。また、止水栓の位

置はあらかじめ確認しておきましょう。

※水道の修繕は、市管工事業協同組合

〔０１２０(０３２)４９７〕へ（月～金曜日の

午前９時～午後５時３０分）。その他の

時間帯および土・日曜日、祝日、年末

年始は市役所宿直室〔(２５)１０００〕へ

ご連絡ください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

  

献血にご協力を

とき・ところ　２月１０日、午前１０時

～午後４時＝エコール・ロゼ、１６日、

午前１０時～午後２時＝向陽台小学校

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２６１〕

福　祉

※広告の問い合わせは、合同会社ＩＭ総合企画〔０７２(２７５)５４４９・０７２(２７５)５４５９〕へ。

広告枠
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市・府民税の申告期間は　　
２月18日～３月15日です

　平成３１年度市・府民税の申告会場と

受付期間などは、次のとおりです。

◆市役所地下902・903会議室

とき　２月１８日～３月１５日、午前

９時～午後５時３０分（土・日曜日は除

く）

※ただし、２月２４日、３月３日は

開設します。

※セキュリティーの都合上、会場は午

前８時３０分ごろに開場します。

◆金剛連絡所２階大ホール

とき　２月７日、８日、１２日、

１３日、１４日、午前１０時～午後４時

※受け付け開始直

後の７日、８日は

大変混雑すること

が予想されますの

でご注意くださ

い。

　なお、申告されていない場合、次の

ようなことがありますので、申告にご

協力ください。

○市・府民税証明書の交付ができない

ことがあります。

○控除される情報が得られないため、

扶養・配偶者控除などの適用範囲でも

控除が適用されないことがあります。

○社会保険料（国民健康保険料、後期

高齢者医療保険料など）の軽減措置の

適用を受けられないことがあります。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２、

１１７）

税
税務署からのお知らせ

○富田林税務署の確定申告会場は「す

ばるホール」です

開設期間　２月１８日～３月１５日、

午前９時～午後４時（土・日曜日は除

く）　

※ただし、２月２４日、３月３日は

開設します。

ところ　すばるホール４階銀河の間

※会場は大変混雑しますので、ご自身

で申告書を作成してご提出ください。

○申告書は自宅から提出（送信）でき

ます

　国税庁ホームページの「確定申告書

等作成コーナー」では、画面の案内に

従って金額などを入力することで税額

などが自動計算され、計算誤りのない

申告書を作成することができます。

　給与所得者または公的年金所得者の

人向けの申告書作成画面を設定してい

ます。初めてでも操作がしやすい画面

ですので、是非ご利用ください。

　作成した申告書は、マイナンバー

カードとＩＣカードリーダライタを用

意すれば、ｅ－Ｔａｘを利用して提出

（送信）できます。また、事前に税務署

で「ＩＤ・パスワード」を発行していた

だければ、マイナンバーカードとＩＣ

カードリーダライタをお持ちでない人

でも、自宅のパソコンやスマートフォ

ンから申告書を作成し、提

出（送信）できます。

　ｅ－Ｔａｘ以外の方法で

申告書を提出される場合

は、税務署窓口へ直接お持ちいただく

か、郵送により提出してください。

※「ＩＤ・パスワード」の発行は随時、

全国の税務署で受け付けていますの

で、必ず運転免許証などの本人確認書

類をお持ちの上、税務署までお越しく

ださい。

○医療費控除を受けるには「医療費控

除の明細書」の添付が必要です

　医療費控除を受ける場合、領収書の

提出の代わりに「医療費控除の明細書」

の添付が必要となりました。

○年金所得者の所得税の確定申告手続

きが簡素化されています

　公的年金等の収入が４００万円以下で

あり、かつ公的年金等以外の所得金額

が２０万円以下である場合は、確定申告

書の提出は不要です。

　ただし、この場合であっても所得税

の還付を受けるために還付申告書を提

出することはできます。

※所得税の確定申告が不要な場合で

も、市・府民税の申告が必要となる場

合があります（同ページ「市・府民税

の申告期間は2月１８日～３月１５日で

す」参照）。　

問い合わせ　富田林税務署〔(２４)３２８１〕

固定資産税（償却資産）の申告を

　固定資産税は土地や家屋に課税され

ますが、それ以外で事業や営業のため

に所有している償却資産（構築物、機

械や装置、車両や運搬具、工具、器具、

備品など）も課税対象になります。

　１月１日現在、市内に償却資産を所

有している法人や個人事業主は申告し

てください（休・廃業されている場合

も申告が必要です）。

　なお、所有者には昨年１２月中に申告

書類を郵送していますが、届いていな

い場合や事業開始などにより本市に初

めて申告される場合はご連絡ください。

問い合わせ　課税課（内線１１４、１１５）

※広告の問い合わせは、合同会社ＩＭ総合企画〔０７２(２７５)５４４９・０７２(２７５)５４５９〕へ。

広告枠


